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1. 総則 

1.1 目的 

本ガイドラインは、宇宙 航空研究開発（以下、機構とい う）機構の重要

な事業の遂行に適 用され る地上設備について、機構が行う管理として、保

全の計画、実 行、評価及 び改善などの標準的な項目の指針を定めることを

目的とする。  

 

2. 関連文書 

2.1 参考文書 

① JEAG4210-2016「原子力発電所の保守管理指針」日本電気協会/原子力規格委員会 

② 一般社団法人 日本保全学会、2020年 2月 27日 原子力保全ハンドブック 

③ 「保全経営」のための MOSMS実践ガイド 公益社団法人日本プラントメンテナンス協会 

 

3 本ガイドラインの位置付け 

こ の ガ イ ド ラ イ ン は、 機 構 が 実 施 主 体 とな っ て 実 施 す る 際 の地 上 設備

保全 （計画、実行 、評価 、改善）の指 針として示すものである。  

地上設備の保守 、維持等 の契約を外注する場合においても、本ガイドラ

イン を参照にして 、作業 要求を具体的に設定する。  
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4. 保全標準の要求項目 

4.1 保全管理の全体フロー 

”保全”は 地上設備の機 能を確認、維持または向上させる活動である。  

保全管理の実施フ ローを 図 1 に示す。フローの各プロセス項目 の概要

は表 1 に示し、詳 細につ いては 4.2 項以降に示す。  

 

 

 

 

 

図 1：保全管理の実施フロー  
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表 1：フローの各プロセス概要  

プロセスの名 称  内 容  対 応 項  

組 織 目 標 ・方 針  保 全 を実 施 する際 の前 提 となる目 標 ・方 針 を確 認

する。 

4 .2 

 

保 全 方

針 ／重

要 度 の

設 定  

保 全 方 針  3 .2 項 に基 づき設 定 した保 全 実 施 の方 針 を定 め

る。 

4 .3. 1 

設 備 重 要 度 の

設 定  

限 られた資 源 （資 金 や時 間 等 ）を有 効 に活 用 し保

全 を行 うため、施 設 ・設 備 の重 要 度 を設 定 する。 

4 .3. 2 

保 全 評 価 指 標 の設 定  保 全 の有 効 性 を評 価 するために必 要 な項 目 を定

める。 

4 .4 

保 全 評 価 指 標 の監 視  保 全 評 価 指 標 の監 視 計 画 ・監 視 方 法 を定 める。 4 .5 

保 全 計

画 ／対

象 範 囲

の設 定  

保 全 対 象 範 囲

の設 定  

本 規 定 に基 づき実 施 する保 全 の対 象 範 囲 を定 め

る。 

4 .6. 1 

保 全 計 画 の設

定  

点 検 方 法 並 びにそれらの実 施 頻 度 及 び時 期 の基

本 方 針 を定 める。 

4 .6. 2 

保 全 方 式 の選

定  

設 備 重 要 度 に応 じた保 全 方 式 を示 す。 4 .6. 2.1 

修 理 、改 修 計

画  

修 理 、改 修 の時 期 、検 査 等 を計 画 する。 4 .6. 2.2 

長 期 更 新 計 画  長 期 的 な更 新 計 画 を設 定 する。 4 .6. 2.3 

保 全 作 業 の実 施  保 全 の実 施 に当 たり留 意 すべき事 項 を定 める。 4 .7 

点 検 結 果 の評 価 ・確 認  保 全 実 施 結 果 の評 価 ・確 認 方 法 の基 本 的 な考

え方 を定 める。 

4 .8 

保 全 の有 効 性 評 価  保 全 の実 施 結 果 、保 全 評 価 指 標 の監 視 結 果 を

基 に、保 全 対 象 範 囲 、保 全 計 画 等 の有 効 性 を

評 価 し、必 要 な改 善 を行 うための基 本 的 な考 え方

を示 す。 

4 .9 

不 具 合 管 理  不 具 合 管 理 及 び是 正 処 置 の方 法 を示 す。 4 .10 

保 全 反 映  4 .9 項 に定 めた評 価 から次 回 以 降 の保 全 に反 映

する基 本 的 な考 えを示 す。 

4 .11 

設 備 状 態 の分 析  保 全 結 果 データを分 析 し、更 新 計 画 に反 映 する。 4 .12 
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4.2 組織目標・方針 

組 織 内 で の 保 全 作 業の 位 置 づ け や 目 標 を確 認 し 、 計 画 立 案 や改 善 方針

の検討等に際して 念頭に 置いて業務を進める。  

 

4.3 保全方針／重要度の設定 

4.3.1 保全方針 

 機構の重要な事業の遂行に適用される地上設備の安全性および健全

性 確保を最優先として、リスクマネジメント保全の計画、実施、評価

及び 改善などの活 動を確 立し、継続的な改善を図る。  

 

4.3.2 設備重要度の設定 

 保全の効率的な遂行のために、保全評価指標の設定および保全計画

の 設定に先立ち、保全対象範囲について系統ごとの範囲を明確にした

う えで、構造物、系統及び機器の保全重要度を定義し、重要度を設定

する 。重要度に応 じて保 全内容、実施時期を設定すること。  

 設備毎の重要度の設定情報は、 4.6.1 項の設備リストに反映し管理

する。  

   

4.4 保全評価指標の設定 

 保全の成果を表 す評価 指標を設定す る。評価指標は 、以下の 3 種別の指

標を設定する。  

それぞれの各指標 の評価 項目を表 2 に示す。  

(1) 資源系指標：資源（保全費、保全 作業効率）の効率的な運用がなさ

れて いるかの指標  

(2) 設備系指標：設備の 動作状態等の経過を見るための指標  

(3) 成果系指標：保全活 動の結果と設備の整備目的に対する指標  
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表 2：各指標の評価項目  

指標種別  評価 項目  評価周期  備考  

(1)資源

系指標  

保全 費  保全 費の推

移  

年毎  当初計画の保守点検費

用を集計する。  

修繕 費  年毎  不具合などの修理費用

を集計する。  

保全 作業  

効率  

計画 作業件

数  

年毎  保守作業数（タスク

数）の集計  

突発 作業数  年毎  修理など臨時作業数の

集計  

(2)設備

系指標  

信頼 性・  

保全 性  

不具 合件数  年毎  不具合件数の集計  

(3)成果

系指標  

品質  保全 結果  年毎  保全計画の完了確認、

更新の要否  

打上 結果  号機毎  打上運用の良否、改善

要否  

 

4.5 保全評価指標の監視 

（1） 4.4項で設定した保全評価指標に従い、定期的に監視すること。 

（2） 保全評価指標の監視結果を記録すること。 

 

4.6 保全計画／対象範囲の設定 

4.6.1 保全対象範囲の設定 

  所 掌 す る 全て の設 備 に つ い て 網羅 的に リ ス ト ア ッ プし 設備 リ ス ト と

して管理し、その中から 保全を行うべき対象範囲を設定する。対象設備

の選定に先立ち 、所掌の 設備は対象外の設備も含め、設備の全体構成、

責任、境界を明確 にする こと。  

 

4.6.2 保全計画の設定 

保全 計画に設定す べき項 目を 4.6.2.1.～ 4.6.2.3.に示す。  

なお、保全計画 の設定に当たっては 、関係法令、関係規格及び基準を

遵守するとともに 、保全 重要度を考慮し、保全の有効性評価の結果を踏

まえたうえで、以 下の事 項を考慮すること。  

(1) 使用実 績、不具合 事例などの運用経験  

(2) 使用環 境及び設置 環境  

(3) 劣化、 故障モード  
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(4) 構造及 び構造の設 計的な観点  

(5) 材料劣 化データな どの科学的知見  

(6) 影響度 などのリス ク情報  

(7) 保全要 求、打上計 画との整合  

 

4.6.2.1 保全方式の選定 

あ ら か じ め 保 全 方 式 を 選 定 し 、 点 検 の 方 法 並 び に そ れ ら の 実 施頻

度、および時期 を定めた 点検計画を策定すること。保全方式は、構造

物、系統、機 器の適切な 単位ごとに、法令要求、故障検知性、劣化メ

カニズム等を勘案 し、以下に示す保全方式から適切に選定し、必要な

管理項目を設定す ること 。  

 

(1) 時間基 準保全（ TBM： Time Based Maintenance）  

時間 基準による点 検を実施する際は下記の事項を設定すること。  

a. 構 築物、 系統及び 機器が所定の機能を発揮しうる状態にある事

を確 認・評価する ために必要なデータ項目。  

b. 点検の具体 的方法  

c. 評価方法及 び管理基準  

d. 実施頻度  

e. 実施時期  

 

(2) 状態基 準保全（ CBM： Condition Based Maintenance）  

状 態 基 準 に よ る 状 態 監 視 を 実 施 す る 場 合 は 下 記 の 事 項 を 設 定 す る

こと 。  

a. 機器 の故障の兆候 を検知するために必要な状態監視データ項目  

b. 状態 監視データの 具体的採取方法  

c. 評価 方法及び必要 な対応を適切に判断するための管理基準  

d. 状態 監視データ採 取頻度  

e. 実施 時期  

f. 機器 の状態が管理 基準に達した場合の対応方法  

 

(3) 事後保 全（ BDM： Break Down Maintenance）  

事後 保全を選定し た場合は、機能喪失の発見後、修理を実施する前

に 修 理 方 法 、 修 理 後に 所 定 の 機 能 を 発 揮す る こ と の 確 認 方 法及 び 修

理時期を定めるこ と。  
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4.6.2.2 修理、改修計画 

規模 の大きい不具 合修理、設備改修等を実施する場合は、あらか

じめ以下の項目を 定める こと。  

(1) 検査、 試験の項目 、具体的方法  

(2) 上記の 実施時期選 定した保全方式の種類に応じて、次の事項

を定 める。  

 

4.6.2.3 長期更新計画 

所掌 の全設備につ いて、長期的な更新計画を設定すること。計画

の設定に当たっては、以 下を考慮すること。  

(1) 装置の 設計寿命  

(2) 更新時 の概算費用  

(3) 老朽化 更新の妥当 性（事業推進部による設備評価など評価基

準に よる客観性）  

 

4.7 保全作業の実施 

(1) 4.6 項で設定した 保全計画に従い、点検・補修等の保全作業を実

施す ること。  

(2) 保全作 業の実施に 当たって、以下の必要なプロセスを実施するこ

と。  

a. 保全計画 

b. 手順管理 

c. 調達管理 

d. スケジュール管理 

e. コンフィギュレーション管理 

(3) 点検・ 補修等の結 果について記録すること。  

 

4.8 点検結果の評価・確認 

(1) あらか じめ定めた 方法で、保全の実施段階で取得した構造物、系

統 及 び 機 器 の 点 検 ・ 補 修 等 の 結 果 か ら 所 定 の 機 能 を 発 揮 し う る状

態に ある事を、所 定の時期までに確認・評価し、記録すること。  

(2) 最終的 な機能確認 では十分な確認・評価できない場合には定めた

プロ セスに基づき 、点検・補修等が実施されていることを、所定の

時期 までに確認・ 評価し記録すること。  
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4.9 保全の有効性評価 

 あ ら か じ め 定め た時 期 及 び 内 容 に基 づき 、 保 全 活 動 から 得ら れ た 情 報

等から、保全 の有効性を 評価し、保全が有効に機能していることを確認す

るとともに、継続 的な改 善につなげること。  

(1) 保全評 価指標の監 視結果を踏まえた保全の有効性評価  

地上設備の安全性および健全性を確保する観点から、体系的に監

視・評 価を行うため、保全評価指標の監視結果から保全の有効性を

評価 すること。  

(2) 設備の 劣化状況等 を踏まえた保全の有効性評価  

 以 下 の 保 全 活 動から 得 ら れ た 情 報 等を適 切 に 組 み 合 わ せて、 保 全

の有効性を評価す ること 。  

a. 保全データの推移及び経年劣化の長期的な傾向監視の実績 

b. トラブルなどの運転経験 

c. 高経年化技術評価及び安全性向上評価結果 

d. 他事業所、プラントのトラブル及び経年劣化傾向に係るデータ 

e. 科学的知見 

f. リスク情報 

(3)  保 全 の 有 効 性 評 価 の 結 果 と そ の 根 拠 及 び 必 要 と な る 改 善 内 容 に

つい て記録するこ と。  

 

4.10 不具合管理 

(1) 点検・補 修等を実 施した構築物、系統及び機器が所定の機能を発

揮 し な い 状 態 で あ る こ と を 発 見 確 認 し た 場 合 は 、 地 上 設 備 不 具合

報告 書等により不 具合管理を行い、是正処置を確実に行うこと。  

(2) 再 発 の 予 防 措置 導 入 の 可 能 性 に つい て 検 討 し 、 水 平 展開 の 実 施 、

保全 計画への反映 を行うこと。  

(3) 不具合 管理及び是 正処置について記録するとともに、要すれば安

全 ・ 信 頼 性 推 進 部 と の 情 報 共 有 及 び 他 事 業 所 へ の 注 意 喚 起 を 行う

こと 。  

 

4.11 保全反映 

 保全の有効性評 価結果 に基づき、次回以降の保全内容の改善のために、

下記保全項目の見 直しを 行うこと。  

(1) 保全計 画  

(2) 保全評 価指標  
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4.12 設備状態の分析 

 設 備 の 健 全 性を 維持 す る た め に 、下 記の 項 目 を 考 慮 した 上で 適 切 に 保

全 結 果 デ ー タ を 分 析 す る 。 分 析 結 果 か ら 更 新 計 画 に 反 映 す る こ と 。

（ 4.6.2.3 項）  

a. 保全データの推移及び経年劣化の長期的な傾向監視の実績 

b. トラブルなどの運転経験の実績 

c. 高経年化設備の技術評価及び安全性向上評価結果 

d. 他事業所、プラントのトラブル及び経年劣化傾向に係るデータ 

e. 科学的知見 

f. リスク情報 
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1. 総則 

1.1 目的 
このガイドライン は、 JAXA 鹿児島宇宙センター（以下、 KSC）が見直

しを行った保全方 法の「リスクマネジメント保全」が基礎になっている。

リスクマネジメン トでは 、リスクを生み出す要因を事前に予知し、それ

ら に 起 因 す る リ ス クの 影 響 度 を 考 慮 し て最 善 の 対 応 策 を 準 備し て おく

ことが最重要課題 である 。このため、問題が起きる前に存在するリスク

要 因 を 系 統 立 て た 手法 で 特 定 し た 上 で 、そ の リ ス ク を 評 価 し処 置 する

必要がある。  

 

2. 関連文書 

本 ガ イ ド ラ イ ン を ま と め る に 当 た っ て は 、 多 く を 本 編  2.1 ③

JEAG4210-2016「原子力 発電所の保守管理指針」、および同 2.1③「保全経

営」のため の MOSMS 実践 ガイド  （公益社団 法人日本プラントメンテナン

ス協会）」か ら参考にし ている。  

また、前出の経緯 につい て、機構内の文書としては、以下が参考になる。 

①  宇宙 航空研究開発 機構、 H-IIA ロケット 41 号機地上設 備不具合を

踏まえた今後の対 応方針 、2020 年 3 月 10 日、内閣府宇宙政策委員会  

宇宙産業・科学技 術基盤 部会第 53 回会合  

②  KEX-20072「 種子島宇宙センター  保全見直し結果報告書」  

 

  

3. 保全実施のガイドライン 

3.1 保全実施の全体フロー 

本 ガ イ ド ラ イ ン は 、地 上 設 備 保 全 の 品 質の 継 続 的 改 善 を 目 指し た も

のであり、改善 の PDCA を回すため、計画の立案、保全作業の実施、結

果の評価を行い 、得られ た経験から改善を行い、次回の計画へフィード

バックのサイクル を回す 仕組みになっている。  

 

3.2 組織目標・方針 

保全 の計画立案や 、優先 順位、改善方針など、長期的な方針を設定す

るためには、組織 の長期 的な方針が必要である。KSC では部門の組織目

標がこれに相当し 、組織 内での保全作業の位置づけや目標を確認 し、計

画 立 案 や 改 善 方 針 の検 討 等 に 際 し て は これ を 念 頭 に 置 い て 業務 を 進め

ることが必要であ る。  
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3.3 保全方針／重要度の設定 

3.3.1 保全方針 

組織 目標を受けて 、保全を実施する各部署の保全方針を設定する。

具体的な保全の方 針を示 す。例えば、打上号機の具体的なスケジュー

ルに合わせて 、必要な不 具合処置や更新、必要な点検を完了させるこ

となどを示すこと が挙げ られる。  

 

3.3.2 設備重要度の設定 

  施設・設備の整備目的を達成する上で、限られた資源（資金や時間等）を有効に

活用するため、施設・設備の重要度を設定している。 

重要度の定義は、重要度評価基準表等に従い、合計点数により、

ランク付けを行う絶対評価法、絶対評価法で評価した合計得点順に

並べ、上から全機器台数を割合でランク付けを行う相対評価法、絶

対評価法の合計得点に関係なく、施設・設備の影響度でランク付け

を行う定性評価法、発生頻度と影響度とによるリスクマトリクス表

によ り設定する方 法等があるが KSC においては、定性評価法で重要

度を 設定している。  

  例え ば、射点系設備の場合で保全重要度を分類すると、打上げの

成否への影響が大きいものや、使用時期がＹ－０カウントダウンに

近い ほど、重要度 が高く設定される 。（表 1）  

 

表 1：保全重要度の定義例  

 

リ ス ク マ ネ ジ メ ン トで は 影 響 度 と 発 生 確率 の 積 と す る 場 合 、リ ス ク

マ ト リ ク ス で リ ス ク度 を 測 る 方 法 が 一 般的 だ が 、 確 か ら し い発 生 確率

を 算 定 す る に は あ る程 度 の 母 数 が 必 要 であ る 。 打 上 設 備 で は運 用 回数

や 製 品 数 、 不 具 合 件数 等 の サ ン プ ル 数 が少 数 で あ る こ と か ら有 意 な確

率を捉えることが 困難と 考え、KSC 標準では影響度にフォーカスし、こ

れを“重要度“と して指 標としている。  
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また、各部門 の設備の運 用形態に応じ て、安全性の観点を重要度に含

めること。  

重 要 度 の 設 定 に 当 たっ て 、 管 理 の 形 態 によ り 保 全 会 社 及 び 設備 利 用

者の協力を得るこ と。  

 

3.4 保全評価指標の設定 

保全 の状態につい て、点検結果（点検データによる良否判断や作業の

完／未完結果 ）の評価の 他、別の観点からも保全活動の成果を評価する。

評価指標は、以下 の３種 別の指標を設定する。  

 

(1) 資源系 指標：資源（ 保全費、保全作業効率）の効率的な運用がな

され ているかの指 標  

(2) 保全費 用の面から の効率化を評価するために、計画された保全費

用と 、修理など に要した費用を集計する。また、保全作業のボリュ

ーム の指標として 作業件数を集計する。  

(3) 設備系 指標：設備 の動作状態等の経過を見るための指標  

設備が良好に維持されているかの指標である。ここでは不具合件数を集計するこ

とで、設備の機能が維持されていることの指標としている。 

(4) 成果系 指標：保全 活動の結果と設備の整備目的に対する指標  

点検結果の良否について、否の場合は上記(2)で不具合となるため、ここでは計画

通りに完了したかを確認する。また、不具合に至らない老朽化による劣化兆候の情

報や、今後の改善のための情報を整理する。 

 

各指 標の評価周期 のうち、年毎としているのは、年間計画の運用を

想定しているため であり 、実態に合わせて設定する。  

 

3.5 保全評価指標の監視 

評 価 指 標 の 監 視 に つい て は 、 保 全 作 業 を保 全 メ ー カ に 外 注 して い る

場合など、保 全メーカの 作業報告などで定期的にフォローしてもよい。

また、 KSC の場合、打上 ごとの GRR(設備状況確認会 )のようなものも、

設 備 不 具 合 の 処 置 状況 や 点 検 結 果 を 年 間の 途 中 で 監 視 し て いる と 言え

る。  

 

3.6 保全計画／対象範囲の設定 

3.6.1 保全対象範囲の設定 

所 掌 設 備 の 中 か ら 保全 を 行 う べ き 対 象 範囲 を 決 め る が 、 そ れに 先
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立ち 、先ず所掌 する全設 備の見える化をする 必要がある。これには、

保全の対象でないものもリストに含み、対象外であることを明確に

し、管理がされている状態にすべきであり、網羅的に把握すること

で未 検査設備の存 在の防止にもつながる。  

KSC 射点 系の設定方法の例として、全設備を登録した“設備リスト”

を作 成し、それぞれの設備について、点検周期、重要度、保全方式、

担当業業者などを整理することで、保全の管理対象、方法などが明

確に できる。  

F41 号機 の事象の背後要因のひとつとして、保全メーカ間が異な る、

あるいは JAXA 担当部署が異なる保全管理境界面での不具合で担当

が不 明瞭であった ことが挙げられる。  

こ の こ と か ら 、 設 備リ ス ト 作 成 に お い ては 所 掌 設 備 の 網 羅 性と と

もに保全管理境界（配管、ケーブル、ダクト等）を明確にし、担当

部署 、保全担当メ ーカを含めて整理すべきである。  

 

3.6.2 保全計画の設定 

より 具体的、詳細な保全計画は、保全メーカの実施計画書や工程表

のようなもので管 理して もよい。  

 

3.6.2.1 保全方式の選定 

   構造物、系 統、機器 の適切な単位ごとに、法令要求、故障検知性

を勘 案し、以下に 示す保 全方式から適切な保全方式を選定すること。 

(1)  時間基準保全（TBM：Time Based Maintenance） 

(2)  状態基準保全（CBM：Condition Based Maintenance） 

(3)  事後保全（BDM：Break Down Maintenance） 

 

TBM,CBM は予防保全の管理手法で、BDM は故障時に修理し復旧させ

る方 法である。  

たとえば、配管の保全では、従来は腐食などで漏洩が発生した際

に交 換、修理していた (=BDM)。しかし、重要な配管、特に H-Ⅱ A/F41

号機 の配管破裂事 象の例のように、打上に重 大な影響を及ぼした事

態の回 避には、予防的な保 全が必要である。こ の事象の対策では 、

配管 の外観や肉厚 を定量的に監視し、漏洩発 生を未然防止する保全

方法 へ変更した、 CBM 導入による改善例である。  

地上設備の設計は、故障時は運用を中断して修理、復旧させるこ

と が 想 定 さ れ て い る が 、 今 後 の 打 上 ビ ジ ネ ス の 競 争 力 強 化 の 方 針
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(オンタイム 打上 )から、未然防止による機会損失の低減が期待され

てい る。不具合の 未然防止のためには、 CBM の適用が効果的だが、

状態 監視が困難な 場合がある。たとえば、電気製品は一つの製品が

多数 の電子部品で 構成されており、さらにそ れぞれの部品が異なる

劣化傾 向を持つことから、 製品の劣化状態の監 視は現実的でない 。

この 場合の予防的 措置の方法としては、製品の設計寿命など、期限

を決 めての定期交 換であり、これは TBM の例である。  

ただ し、経済的な面では、 CBM、 TBM の導入は不具合処置の削減効

果が 期待できるも のの、保全コストを上昇させるため、先に述べ た

重要 度の識別など により 、 Q(品質 )と C(コス ト )の バランスを考慮

する 必要がある。重要度の低い設備を BDM 管理とすることもバラン

スを とる方法であ る。  

BDM が 適用されている例として は、構造体の様に機 能品でないも

の（発錆の状 態監視は行う）や、一般照明器、バーンポンドの耐熱

材の ようなものが 挙げられる。ただし、 BDM を採用する場合は、機

能喪 失により（打上等に）重大な影響を与えない設備であることを

確認 する必要があ る。  

図 1 に射 点系設備での重要度から保全方式を設定する例を示す。

この フロー図は 、重要度の高さで、CBM>TBM>BDM（詳細は 3.6.2.1 項）

の順 に保全方式が 割り振られるフローになっている。  

この フローで CBM、TBM が適用可能かを判断するポイントがあるが、

指標 として劣化メ カニズムの違いが挙げられる。例えば打上設備の

場合、屋外の配管の劣化やポンプの軸受け、電気装置はともに経年

劣化 するが、前者のような機械部品は腐食や摩耗で厚みや振動など

の状 態監視で劣化 状況を把握できるが、コンピュータの様な電気製

品の 老朽化は状態 把握が困難である。原子力やプラント等の設備で

はこ うした電気製 品は定期交換対象部品として管理しているが、こ

れは TBM と考えら れる。  

こうした情報を含めて保全方法を設定するために、装置毎に劣化

メカニ ズムを検討し、“設備リスト ”に紐づけ て管理する方法がよ

いと 考えられる。  

これらの総合的な評価により、限られた保全の資源を重要な設備

に投 じることで、 保全の費用対効果を向上させられると考える。  
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図 1： 重要度から保全方法を設定するフローの例 

 

 

3.6.2.2 修理、改修計画 

年度 当初から計画 されているような比較的大規模な不具合修理

や、 設備の改修計 画等について、検査も含めた実施時期を明らか

にし 、保全の実施 時期等と併せて計画することで競合などを確認

する ことが出来る 。  

 

3.6.2.3 長期更新計画 

設 備 に は 寿 命 が あ り 、 一 般 的 に 老 朽 化 が 進 む こ と で 経 年 劣 化 に

起 因 す る 不 具 合 が 増 加 す る よ う に な る 。 設 備 の 寿 命 を あ ら か じめ

把 握 し 、 計 画 的 な 設 備 更 新 を 行 う こ と 不 具 合 の 未 然 防 止 の 効 果が

得ら れる。特 に重要度の高い設備については所掌設備を網羅し、長

期的 な更新計画を 設定すべきである。地上設備は図 2 に例示する

様に 、初度整 備～運用 /保全～設備更新の間のライフサイ クル中の

リス クはバスタブ カーブで変化すると考えられる。  

特 に 長 期 間 運 用 さ れ る 設 備 の リ ス ク 対 策 と し て 計 画 的 な 設 備 更

新が 必要である。  

 

( 1 )  装置の設 計寿命  

開 発 仕 様 書 に よ り 開 発 さ れ た 地 上 設 備 は 設 計 寿 命 が 設 定 さ れ

ている（ 10,15,20 年など）。基本的に、設計寿命を終える頃を目

標 に 更 新 さ れ る こ と が 理 想 だ が 、 延 命 し て 運 用 さ れ る 場 合 が 多

い た め 校 正 装 置 の 寿 命 に は 注 意 が 必 要 で あ る 。 特 に 設 備 を 構 成
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して いる COTS(民生品 )の期待寿命はそれより短い場合が多く、

定期 的な更新 、製造中止、サポートの終了など、開発メーカの保

守点 検などの機会 を利用しフォローすべきである。  

( 2 )  更新時の概算費用  

各 設 備 の 長 期 的 な 更 新 時 期 に 更 新 に 掛 か る 予 算 の 情 報 を 加 味

する ことで、長期的な必要コストを計ることができる。設備の更

新 予 算 は 高 額 に な る た め 、 計 画 的 な 予 算 計 画 の 見 え る 化 に 効 果

があ る。  

( 3 )  老朽化更新 の妥当性 （事業推進部による設備評価 ）  

老 朽 化 更 新 に 際 し て 、 予 算 の 効 率 的 な 使 用 や 技 術 的 妥 当 性 を

適切 に実施するた め、KSC 設備は輸送部門の事業推進部に よる設

備評 価により更新 の必要性を評価している。  

設 備 評 価 で は リ ス ク マ ト リ ク ス 手 法 に よ り 影 響 度 と 発 生 確 率

の観 点から必要性 の程度を可視化している。図 3 は射点衛星系

の 影 響 度 と 発 生 確 率 の 評 価 基 準 と リ ス ク マ ト リ ク ス の 例 で ある 。

こ れ ら の 情 報 な ど を 総 合 し て 、 社 内 有 識 者 の 評 価 を 受 け る こ と

で更 新の妥当性を 客観的に評価している。  

 

 

 

図 2： 設備のライフサイクルにおけるリスク変化の例 
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図 3： 設備評価におけるリスクマトリクスの例 

 

表 2 リ スクマトリクスの影響度、発生確率の考え方の例  

影 響 度  発 生 確 率  

大 ：Y - 0 で使 用 する設 備 で不 具 合 発 生 時 に代

替 手 段 や予 備 品 交 換 による緊 急 処 置 がで

きず打 上 げ延 期 となるもの  

中 ：Y - 0 で使 用 する設 備 で不 具 合 発 生 時 代 替

手 段 や予 備 品 交 換 により打 上 げ作 業 続 行

可 能 なもの  

小 ：Y - 0 で使 用 しない設 備 で、不 具 合 発 生 時 に

打 上 げ延 期 の可 能 性 があるもの  

極 小 ：不 具 合 発 生 時 、打 ち上 げ延 期 に繋 がらな

いもの  

高 ：  1 年 以 内 に機 能 喪 失 する不 具 合 が発 生

する可 能 性 が高 いと判 断 されるもの  

中 ：  1～ 3 年 年 以 内 （当 該 設 備 の運 用 終 了 な

どを想 定 ）に機 能 喪 失 する不 具 合 が発 生

する可 能 性 が高 いと判 断 されるもの  

小 ：  単 発 的 に部 分 的 な不 具 合 発 生 が発 生  

極 低 ：不 具 合 発 生 の可 能 性 が極 めて低 い  

 

3.7 保全作業の実施 

実 際 の 保 全 作 業 は 保全 契 約 に よ り 外 注 化さ れ て い る 場 合 が 多い 。 従

来の実施計画の確 認、手順の確認、作業立会、T/B、T/R（タスクブリー

フィング、タスク レビュ ー）への参加、記録の確認等を実施する。  

 

3.8 点検結果の評価・確認 

あら かじめ定めた 方法で 、保全の実施段階で取得した構造物、系統及

び 機 器 の 点 検 ・ 修 理等 の 結 果 か ら 所 定 の機 能 を 発 揮 し う る 状態 に ある

事を、所定の時 期までに 確認・評価し、記録すること。通常は保全メー

カの記録済み手順 書のレ ビューなどがこれにあたると考える。  

 

リスクレベル
　高

　中

　低

高 中 低 極低

After

発生確率

影
響
度

極
小
　
　
　
　
　
小
　
　
　
　
　
中

大

Before

影
響

度
 

極
小

 
 

 
小

 
 

 
中

 
 

 
大

 



JERG-3-004 

1-10 

 

3.9 保全の有効性評価 

3.4 項で 設定した、費用、設備不具合、成果（達成 度）について評価

する。  

たと えば、KSC の場合、昨今は設備要因で打上遅延を発生させないこ

とが期待されてい ること から、打ち上げ期間中の不具合件数や、Y-0 で

の不具合件数の結 果評価 で、改善を目指すことが考えられる。  

設備 単位、装 置単位での 指標については、保全結果のトレンド管理に

よる劣化管理、ばらつき の改善など  (関連 3.12 項 ) への目標設定が考

えられる。  

射点 衛星系では事 業所評 価（ QMS）のエビデンスで保全の成果につい

て、自己評価を行 ってい る。  

 

3.10 不具合管理 

不 具 合 処 置 方 針 は 、打 上 に 係 る 設 備 は 保全 業 者 と の 不 具 合 対策 会 議

な ど で 処 置 方 針 な どが フ ォ ロ ー さ れ る 。発 生 し た 不 具 合 は 不具 合 情報

システム（ JAPCAS）など 、管理システムを用いて漏れなく適切に管理す

ることなどを示す 。  

 

3.11 保全反映 

保 全 の 有 効 性 評 価 結果 か ら 得 ら れ た 改 善項 目 に つ い て 、 次 回計 画 に

反映する。  

 

3.12 設備状態の分析 

設 備 の 健 全 性 を 維 持す る た め に 、 適 切 な設 備 評 価 ／ 更 新 計 画を 設 定

すること。下記の 項目 a から f は設備状態を分析する事例である。  

a. 保全データの推移及び経年劣化の長期的な傾向監視の実績 

た と え ば 、 点 検 で 取 得 さ れ た デ ー タ の ト レ ン ド 分 析 な ど に よ り

規 格 を 割 る 可 能 性 が あ る 場 合 な ど 、 次 回 の 保 全 計 画 に 予 防 修 理を

設定 する。  

b. トラブルなどの運転経験の実績 

不具 合事象や L&L の情報から、保全作業の作業効率や安全性の

向上 などを反映す る。  

不具 合分析では 、年間の発生不具合を分析することで、重点的に

改善 に取り組むべ き設備や、現象 、原因が抽出される。これらの重

点 課 題 に 優 先 的 に 資 源 を 配 分 し 改 善 す る 活 動 を 継 続 す る こ と で、

不具 合が減少し品 質や生産性の向上につながる。  
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c. 高経年化設備の技術評価及び安全性向上評価結果 

老 朽 化 し た 設 備 は 点 検 結 果 が 良 好 で も 、 運 用 リ ス ク が 相 対 的 に

高 い 。 状 態 監 視 が 出 来 な い 設 備 で も 不 具 合 や 異 常 現 象 の 増 加 傾向

を分 析することで 、不具合の予防が出来る可能性がある。  

d. 他事業所、プラントのトラブル及び経年劣化傾向に係るデータ 

JAXA の他の事業所だけでなく、製造業のプラント設備などから

得ら れた事故事例 や、新しい検査手法など有 用なものを取り入れ、

次回 の保全計画に 反映する。  

e. 科学的知見 

f. リスク情報 
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